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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸マークと、前記凹凸マー
ク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜とを有する光ディスクに、
前記主情報を再生するために用いられる副情報を記録する光ディスク記録装置であって、
　前記光ディスクにレーザ光を照射する光学ヘッドと、
　前記凹凸マークの前記螺旋状のトラックにトラッキングするトラッキング部と、
　前記凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光を照射することによって、反射光から
前記凹凸マークに対応した再生信号を抽出する再生信号抽出部と、
　前記再生信号抽出部によって抽出された前記再生信号から前記凹凸マークのチャネルビ
ット長に同期するチャネルクロックを抽出するクロック抽出部と、
　前記トラッキング部による前記螺旋状のトラックへのトラッキングに従って、前記第１
のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光を照射することによって前記副情
報を記録する副情報記録部とを備え、
　前記副情報記録部は、前記トラッキング部による一度のトラッキングで、前記クロック
抽出部によって抽出された前記チャネルクロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離
散的な前記第２のレーザパワーのレーザ光を照射して前記反射膜上に追記マークを形成す
ることで、前記副情報を記録し、
　前記所定間隔は、前記光ディスクの前記凹凸マークで記録された主情報の再生が許容さ
れるバーストエラー長以下であり、
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　前記所定頻度は、前記光ディスクの前記凹凸マークで記録される主情報の再生が許容さ
れるバーストエラー頻度以下である光ディスク記録装置。
【請求項２】
　前記主情報は、同期符号を伴う複数のフレームで構成され、
　前記フレームの長さをＬｆ、前記所定間隔をＬｗとするとき、
　Ｌｗ＝Ｌｆ／（２×Ｍ）　（ただし、Ｍは自然数）
　の式を満たす請求項１記載の光ディスク記録装置。
【請求項３】
　前記主情報は、同期符号を伴う複数のフレームで構成され、
　前記所定頻度は、前記フレームに同期した頻度である請求項１又は２記載の光ディスク
記録装置。
【請求項４】
　前記所定頻度は、前記フレーム内に，前記追記マークを少なくとも１つ形成する頻度で
ある請求項３記載の光ディスク記録装置。
【請求項５】
　前記第２のレーザパワーは、前記第１のレーザパワーより高い請求項１～４のいずれか
に記載の光ディスク記録装置。
【請求項６】
　前記副情報記録部は、少なくとも１つの前記追記マークによって前記副情報の１ビット
を記録する請求項１～５のいずれかに記載の光ディスク記録装置。
【請求項７】
　前記光ディスクの円周方向の回転周期をＴとし、トラックピッチをＴｐとし、最大偏心
をＳとするとき、
　前記所定間隔は、Ｔ×Ｔｐ／２πＳ以下である請求項１～６のいずれかに記載の光ディ
スク記録装置。
【請求項８】
　前記主情報は、複数のフレームで構成され、
　前記所定間隔は、１フレーム以下である請求項７記載の光ディスク記録装置。
【請求項９】
　主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸マークと、前記凹凸マー
ク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜とを有する光ディスクに、
前記主情報を再生するために用いられる副情報を記録する光ディスク記録回路であって、
　前記凹凸マークの前記螺旋状のトラックにトラッキングするためのトラッキング制御部
と、
　前記凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光を照射することによって、反射光から
前記凹凸マークに対応した再生信号を処理する再生信号処理部と、
　前記再生信号処理部によって処理された前記再生信号から前記凹凸マークのチャネルビ
ット長に同期するチャネルクロックを抽出するクロック抽出部と、
　前記トラッキング制御部による前記螺旋状のトラックへのトラッキングに従って、前記
第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光を照射することによって前記
副情報を記録するための副情報記録信号を生成する副情報記録部とを備え、
　前記副情報記録部は、前記トラッキング制御部による一度のトラッキングで、前記クロ
ック抽出部によって抽出された前記チャネルクロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度
で離散的な前記第２のレーザパワーのレーザ光を照射して前記反射膜上に追記マークを形
成することで、前記副情報を記録し、
　前記所定間隔は、前記光ディスクの前記凹凸マークで記録された主情報の再生が許容さ
れるバーストエラー長以下であり、
　前記所定頻度は、前記光ディスクの前記凹凸マークで記録される主情報の再生が許容さ
れるバーストエラー頻度以下である光ディスク記録回路。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクと、当該光ディスクに情報を記録する光ディスク記録装置及び光
ディスク記録回路に関し、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ及びＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ媒体と、
それらの光ディスクに情報を記録する光ディスク記録装置とに関するものである。本発明
は、主情報を表す凹凸記録マークをスタンパによって光ディスク基板に複製した後、レー
ザを照射することによって反射率が変化する反射膜を蒸着して光ディスクを形成し、光デ
ィスク形成後、ディスク固有情報などを表す副情報を光ディスクに重畳記録する技術に関
するものである。また、本発明は、主情報の読み取り精度を悪化させることなく、不正な
複製が困難な副情報を記録する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ディスクは、安価なデジタル情報の記録媒体として、幅広く利用されている。例えば
、Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃは、単層２５ギガバイト、２層５０ギガバイトの容量を持ち
、ハイビジョンの良質な映像コンテンツを、２～４．５時間程度記録することができる。
従って、光ディスクの容量が増す毎に、１枚の光ディスクに記録されるデジタルコンテン
ツの価値は高まり、記録されるデジタルコンテンツの著作権の保護が極めて重要な技術課
題となっている。
【０００３】
　しかしながら、昨今では、光ディスクからの不正なデジタルコンテンツの複製や、海賊
版メーカのような違法な光ディスク製造業者が氾濫している。このことは、デジタル著作
物の健全な流通を阻害するとともに、著作権者への正当な利益分配が成されない状況とな
っている。
【０００４】
　そこで、例えば、特許文献１には、第１の信号を既に記録した記録媒体上の同一情報ト
ラックに、第１の信号より帯域の低い第２の信号で記録状態のＯＮ／ＯＦＦ制御されたレ
ーザ光を２回以上複数回、記録媒体上の位置を同期して照射し、レーザ光が照射された部
分の光学的変化をさらに変化させるよう、第２の信号を重畳記録し、再生時に、第２の信
号を分離、再生する情報記録再生方法が開示されている。
【０００５】
　特許文献１によれば、第１の信号が記録された情報トラック上に第２の信号を重畳記録
することで、第２の信号が記録されている情報トラックの情報の有効／無効、あるいは、
情報トラックの代わりとなり情報トラックの位置を管理するための特別な情報トラックを
設けることなく、記録媒体上の情報トラックの管理を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第２９０３４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１で開示された発明においては、予め第１の信号が記録された
部分を第２の信号で複数回重畳記録し、第２の信号が正常に読み出し可能となるまで重畳
記録を繰り返す。従って、予め記録された第１の信号の読み出し精度が悪化し、エラー訂
正などで救済可能なディフェクトマージンが悪化する。また、第２の信号を正常に読み出
し可能とするために、同じ領域にレーザ照射を２回以上繰り返すので、記録時間が過大と
なる。また、通常の光ディスク記録装置において、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのＲＯＭディスク
の凹凸記録マークへのトラッキング制御中に、記録パワーレベルのレーザ照射を行うと、
トラッキング動作が安定しないことが知られている。これは、通常、記録可能な光ディス
クにおけるトラック溝へのトラッキング方法と、ＲＯＭディスクの凹凸記録マークへのト
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ラキング方法とが異なるためである。
【０００８】
　以上のように、トラッキング溝がない一般的なＲＯＭディスクの凹凸記録マークにトラ
ッキング制御を行いながら、記録パワーレベルのレーザ照射を行う場合に、副情報を安定
して記録する方法は、現在に至って開示されていない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、安定して凹凸マークへのトラ
ッキング制御ができ、安定して副情報を記録することができる光ディスク記録装置、光デ
ィスク記録回路及び光ディスクを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一局面に係る光ディスク装置は、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従っ
て形成された凹凸マークと、前記凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が
変化する反射膜とを有する光ディスクに、前記主情報を再生するために用いられる副情報
を記録する光ディスク記録装置であって、前記光ディスクにレーザ光を照射する光学ヘッ
ドと、前記凹凸マークの前記螺旋状のトラックにトラッキングするトラッキング部と、前
記凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光を照射することによって、反射光から前記
凹凸マークに対応した再生信号を抽出する再生信号抽出部と、前記再生信号抽出部によっ
て抽出された前記再生信号から前記凹凸マークのチャネルビット長に同期するチャネルク
ロックを抽出するクロック抽出部と、前記トラッキング部による前記螺旋状のトラックへ
のトラッキングに従って、前記第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ
光を照射することによって前記副情報を記録する副情報記録部とを備え、前記副情報記録
部は、前記トラッキング部による一度のトラッキングで、前記クロック抽出部によって抽
出された前記チャネルクロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離散的な前記第２の
レーザパワーのレーザ光を照射して前記反射膜上に追記マークを形成することで、一部の
前記副情報を記録する処理を、複数回繰り返すことにより、全ての前記副情報を記録する
。
【００１１】
　この構成によれば、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸マー
クと、凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜とを有する
光ディスクに、レーザ光が照射される。凹凸マークの螺旋状のトラックにトラッキングさ
れ、凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光が照射されることによって、反射光から
凹凸マークに対応した再生信号が抽出される。抽出された再生信号から凹凸マークのチャ
ネルビット長に同期するチャネルクロックが抽出され、螺旋状のトラックへのトラッキン
グに従って、第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光が照射されるこ
とによって副情報が記録される。そして、一度のトラッキングで、抽出されたチャネルク
ロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離散的な第２のレーザパワーのレーザ光が照
射されて反射膜上に追記マークが形成されることで、一部の副情報が記録される。さらに
、一度のトラッキングで一部の副情報を記録する処理が、複数回繰り返されることにより
、全ての副情報が記録される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、１度のトラッキングで全ての副情報が記録されるのではなく、１度の
トラッキングで離散的に第２のレーザパワーのレーザ光が照射されて一部の副情報が記録
される処理が、複数回繰り返されることにより、全ての副情報が記録される。そのため、
第１のレーザパワーで凹凸マークを再生している途中で、第２のレーザパワーで追記マー
クを形成したとしても、安定して凹凸マークへのトラッキング制御ができるとともに、安
定して副情報を記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本実施の形態に係る光ディスクの構造を示す概念図である。
【図２】本実施の形態の光ディスクの追記マークの記録フォーマットを示すタイミングチ
ャートである。
【図３】記録レベルのレーザ照射を行う期間をＴｐ／２πＳ以下とすることが望ましいと
する根拠を説明するための概念図である。
【図４】本実施の形態の光ディスク記録装置の特徴的な構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示す副情報記録位置コントローラの詳細な構成を示すブロック図である。
【図６】本実施の形態におけるテスト発光動作の一例を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。尚、以下の実施
の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のもの
ではない。
【００１５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、本発明の一実施の形態に係る光ディスクについて説明する。
【００１６】
　本実施の形態では、光ディスク原盤に凹凸記録マークを形成することにより主情報を記
録し、ポリカーボネートなどの樹脂材料で作製された光ディスク基板に凹凸記録マークを
転写後、凹凸記録マークが転写された光ディスク基板上に、レーザ光が照射されることに
よって反射率が変化する反射膜を蒸着し、反射膜の上に保護膜を付加することで光ディス
クが成型される。そして、成型後の光ディスクに、レーザ光を照射し、凹凸記録マーク上
の反射膜の反射率を変化させ、追記マークを形成することによって、副情報が記録される
。以下、上記の光ディスクについて、その詳細な構成を説明する。
【００１７】
　図１は、本実施の形態に係る光ディスクの構造を示す概念図である。
【００１８】
　本実施の形態の光ディスク１は、光ディスク原盤から凹凸記録マークＭＫが転写された
光ディスク基板１Ｐ、コンテンツ情報などの主情報を記録した凹凸記録マークＭＫ、レー
ザ照射によって反射率が変化する反射膜１Ｌ、及び光ディスク形成後にレーザ照射によっ
て反射膜１Ｌの反射率を変化させることによって副情報を記録した追記マークＳＭＫで構
成される。
【００１９】
　光ディスク基板１Ｐは、ポリカーボネート樹脂などによって構成され、光ディスク原盤
から凹凸記録マークＭＫが転写される。
【００２０】
　凹凸記録マークＭＫは、光ディスク原盤から転写され、主に、光ディスクに記録される
コンテンツ情報と、コンテンツ情報の記録位置と、物理特性などを示す管理情報とが主情
報として記録される。また、凹凸記録マークＭＫは、通常の再生専用メディアであるＤＶ
Ｄ－ＲＯＭやＢｌｕ－ｒａｙＲＯＭと同様に形成され、８－１６変調方式や１７ｐｐ変調
方式などを用いて変調された主情報が記録されている。
【００２１】
　反射膜１Ｌは、凹凸記録マークが転写された光ディスク基板１Ｐ上に蒸着され、一定強
度以上のレーザ照射によって反射率が変化する。また、反射膜１Ｌは、一定強度以上のレ
ーザ照射によって不可逆的に反射率が変化するライトワンス膜で構成される。通常の再生
専用メディアでは、反射膜として、アルミニウムや銀材料を用いたものが適用される。ま
た、ライトワンス膜は、一定強度以上のレーザ照射によって反射率が向上するＬｔｏＨ（
Ｌｏｗ　ｔｏ　Ｈｉｇｈ）膜を用いることが望ましい。なぜなら、通常の再生専用メディ
アの金属反射膜では、一定強度以上のレーザ照射によって、反射率が劣化する。したがっ
て、意図的にＬｔｏＨ膜を用いることにより、反射率を高くすることによって記録されて
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いる追記マークを通常の再生専用メディアへ複写することが困難となる。そのため、追記
マークで著作権保護情報などを記録する場合には、不正複製への耐性が劇的に向上する。
【００２２】
　光ディスク１は、光ディスク基板１Ｐに凹凸記録マークＭＫを転写後、反射膜１Ｌを蒸
着し、保護膜を付与することにより成型される。追記マークＳＭＫは、光ディスクの成型
後、凹凸記録マークＭＫにトラッキング制御を行い、凹凸記録マークトラックのほぼ真上
にレーザ照射を行い、ＬｔｏＨ膜で構成される反射膜１Ｌの反射率を上げることによって
形成される。追記マークＳＭＫによって副情報が記録される。
【００２３】
　副情報は、例えば、凹凸記録マークＭＫによって記録されるコンテンツ情報（主情報）
の暗号を解くための鍵情報などの著作権保護情報などである。従って、暗号化されたコン
テンツ情報は、副情報を再生することができなければ再生できない。また、副情報は、追
記マークにより、通常、複製できない形態で記録されるため、不正な複製を防止する効果
もある。また、副情報は、光ディスク毎に固有であり、光ディスクを識別するための識別
情報であってもよい。
【００２４】
　本実施の形態の追記マークＳＭＫは、凹凸記録マークトラックにトラッキング制御を行
い、凹凸記録マークＭＫのデータフォーマットに同期して記録される。これによって、追
記マークＳＭＫは、凹凸記録マークＭＫの同期符号に同期して検出できるので、追記マー
クＳＭＫ特有の同期符号を持つ必要がなくなるとともに、凹凸記録マークＭＫと追記マー
クＳＭＫとが同時に再生できるというメリットがある。
【００２５】
　しかしながら、追記マークＳＭＫを形成するためには、再生強度ではなく記録強度のレ
ーザ照射を行う必要がある。従って、記録強度のレーザ照射と、再生強度のレーザ照射と
を繰り返しながら追記マークＳＭＫは記録されるが、追記マークＳＭＫの記録中でも、凹
凸記録マークＭＫへのトラッキング制御と、凹凸記録マークＭＫへの同期記録のための凹
凸記録マークＭＫの再生とを安定に行う必要がある。通常、記録レベルのレーザ照射を長
期間あるいは高頻度で行うと、凹凸記録マークＭＫからの反射光レベルが安定せず、凹凸
記録マークＭＫへのトラッキング制御及び凹凸記録マークＭＫの再生が不安定になるとい
う問題が生じる。
【００２６】
　そこで、本実施の形態では、１回のトラッキング走査で、凹凸記録マークＭＫのデータ
構造の所定範囲（例えば、フレーム単位又はセクタ単位など）内で離散的にレーザ照射を
行うことで、一部の副情報ビットを記録し、同じ領域内で、複数回のトラッキング走査を
行うことで、全ての副情報ビットを記録する。これにより、長期間あるいは頻繁な記録強
度のレーザ照射を行う必要がなく、凹凸記録マークトラックへのトラッキング制御や、凹
凸記録マークＭＫの再生制御を安定に行い、同時に、記録強度のレーザ照射によって副情
報を安定に記録することが可能となる。
【００２７】
　また、レーザは、通常、温度特性及び電圧特性を有しており、レーザ強度を設定しても
、設定したレーザ強度から実際のレーザ強度がずれるという問題がある。レーザ強度がず
れれば、副情報を安定に記録することは不可能となる。従って、本実施の形態では、副情
報を記録する直前に、数パターンのレーザ強度での試し発光（テスト発光）を行い、レー
ザ強度を直接レーザ照射光から抽出することによって、レーザ強度を補正する。この試し
発光も、凹凸記録マークトラックにトラッキング制御を行い、凹凸記録マークデータフォ
ーマットと同期して行う。そのため、試し発光は、副情報の記録時と同様に、凹凸記録マ
ークＭＫの所定データ範囲内で離散的に行われる。
【００２８】
　図２は、本実施の形態の光ディスクの追記マークの記録フォーマットを示すタイミング
チャートである。
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【００２９】
　本実施の形態の光ディスクは、クラスタＣ１の先頭位置（タイミングｔ１）から副情報
が記録される形態で説明する。通常、光ディスク記録装置において、一旦設定したレーザ
強度は、温度変化などの要因で変化する。そこで、副情報を記録する領域の直前の領域（
例えばクラスタＣ１の直前のクラスタＣ０）で、複数のレーザ強度であらかじめレーザ照
射（試し発光）を実施する。各レーザ強度ごとに照射されるレーザ光の実際のレーザ強度
を測定し、副情報を記録する際に最適なレーザ強度を選択して、副情報を記録する直前に
設定する。これによって、温度変化などでレーザ強度が変化しても、副情報を記録する直
前に副情報を記録するためのレーザ強度を観測して設定するため、副情報を安定に記録す
ることができる。
【００３０】
　図２において主情報フォーマット１０１は、試し発光によってレーザ強度を確認し、レ
ーザ強度を設定する区間であるクラスタＣ０、及びクラスタＣ０に円周トラック方向で連
続するクラスタＣ１のフォーマットを示している。なお、主情報は、複数のクラスタで構
成されるが、図２では、２つのクラスタＣ０，Ｃ１のみを表している。本実施の形態では
、クラスタＣ１の先頭位置（タイミングｔ１）から、レーザ照射によって副情報が記録さ
れる。クラスタＣ１及びクラスタＣ０は、それぞれ１６のセクタＳ０～Ｓ１５で構成され
、各セクタは、１６のフレームＦ０～Ｆ１５で構成される。クラスタＣ０の区間でレーザ
強度を変化させながら試し発光が行われ、副情報の記録に最適なレーザ強度が選択された
後、副情報の記録が、クラスタＣ１の先頭（ｔ１）から開始される。
【００３１】
　図２において記録パルス１０２は、１度目（１回転目）のトラッキング走査による副情
報の記録パルスを示している。副情報は、フレーム毎に１２８ビットの区間で、副情報１
ビットをＰＥ変調して記録される。よって、１度目のトラッキング走査では、１２８ビッ
ト区間内の各フレームの先頭に副情報が記録される。本実施の形態では、クラスタＣ１の
フレームＦ０に０番目の副情報（ｂｉｔ０）、フレームＦ１に８番目の副情報（ｂｉｔ８
）、フレームＦ２に１６番目の副情報（ｂｉｔ１６）、フレームＦ３に２４番目の副情報
（ｂｉｔ２４）、・・・、フレームＦ１５に１２０番目の副情報（ｂｉｔ１２０）が記録
される。
【００３２】
　また、副情報はＰＥ変調されて記録される。すなわち、ｂｉｔ０のように副情報として
“１”が記録される場合は、副情報ビット記録領域である１２８チャネルビット区間の先
頭６４チャネルビットの区間で記録強度のレーザ照射を行う。これによって、副情報ビッ
トとして“１”が記録される。一方、ｂｉｔ８のように副情報として“０”が記録される
場合は、ｂｉｔ０とは反対に１２８チャネルビットの副情報ビット記録領域の後方６４チ
ャネルビットの区間で記録レベルのレーザ照射が行われる。
【００３３】
　図２において追記マーク１０３は、図２の記録パルス１０２で副情報が記録された状態
を示している。本光ディスクは、凹凸記録マーク上にＬｔｏＨ記録膜（反射膜）が蒸着さ
れている。よって、記録レベルのレーザ照射に応じて、記録レベルのレーザ照射がなされ
た区間のみ、反射率が高くなった追記マークが形成される。これによって副情報が記録さ
れる。また、副情報の記録は、試し発光と同様に、フレーム内に１２８チャネルビットの
区間で１ビットずつ、複数周回のトラッキング走査で記録される。本実施の形態では、１
フレームに８ビットの副情報を記録するので、同一トラックを８度周回することで、全ビ
ットの副情報が記録される。
【００３４】
　図２において記録パルス１０４は、２度目（２回転目）のトラッキング走査による副情
報の記録パルスを示している。１度目のトラッキング走査によって、各フレームの先頭１
２８チャネルビットの区間に副情報が記録された後、同一トラックに対して、２度目のト
ラッキング走査が行われ、１度目のトラッキング走査で記録した副情報に連続的に隣接し
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た１２８チャネルビットの区間に副情報が記録される。１度目のトラッキング走査で記録
した各フレームの先頭の１２８チャネルビットの区間のｂｉｔ０、ｂｉｔ８、ｂｉｔ１６
、ｂｉｔ２４、・・・、ｂｉｔ１２０の副情報に隣接する１２８チャネルビットの区間に
、ｂｉｔ１、ｂｉｔ９、ｂｉｔ１７、ｂｉｔ２５、・・・、ｂｉｔ１２１の副情報が、Ｐ
Ｅ変調されて記録される。
【００３５】
　図２において追記マーク１０５は、図２の２度目のトラッキング走査の記録パルス１０
４で副情報が記録された状態を示している。図２の記録パルス１０４で説明したように、
２度目のトラッキング走査では、１度目のトラッキング走査で記録した副情報に連続的に
隣接する１２８チャネルビットの区間に、ｂｉｔ１、ｂｉｔ９、ｂｉｔ１７、ｂｉｔ２５
、・・・、ｂｉｔ１２１の副情報が、ＰＥ変調されて記録される。
【００３６】
　図２において追記マーク１０６は、８度目のトラッキング走査によって副情報の全ビッ
トが記録された状態を示している。本実施の形態では、セクタ毎に１２８ビットの副情報
（ｂｉｔ０～ｂｉｔ１２７）が繰り返し記録されている。
【００３７】
　本実施の形態では、１度目のトラッキング走査の際、クラスタＣ０の区間で、試し発光
を行って副情報を記録するための最適なレーザ強度を設定する。その後、連続的に、副情
報の記録開始位置であるクラスタＣ１の先頭（タイミングｔ１）から、副情報をフレーム
毎に１ビットずつ記録し、８度の同一トラックへのトラッキング走査を通して、全ビット
の副情報を記録する。
【００３８】
　本光ディスクの副情報は、凹凸記録マークに同期して記録されることによって、副情報
に特有の同期符号を設ける必要がないが、凹凸記録マークを再生しながら記録レベルのレ
ーザ照射を行う必要がある。通常、再生中に記録レベルのレーザ照射が行われた場合、ト
ラッキング動作や、凹凸記録マークの再生動作が不安定となる。なぜなら、記録レベルの
レーザ照射によって、再生時の想定を超えた反射光が帰ってくるからである。
【００３９】
　一方、通常の記録再生ドライブは、光ディスクに指紋、埃及び傷などがあっても安定し
た再生動作を保証する必要がある。指紋、埃及び傷があるときには、バーストエラーと判
断して、その区間のトラッキングサーボをホールドしたり、凹凸記録マークを再生して得
るＰＬＬクロックのクロック周波数をホールドしたりする。
【００４０】
　よって、本光ディスクでは、ドライブがバーストエラーとして許容できる範囲及び頻度
で記録レベルのレーザ照射を行うことにより、凹凸記録マークの再生を行いながら、副情
報を記録することが可能となる。本実施の形態では、１２８チャネルビットの区間という
範囲と、フレーム毎という頻度とで副情報を記録しているが、ドライブのバーストエラー
の許容範囲（バーストエラー長）及び許容頻度（バーストエラー頻度）以下であれば、記
録レベルのレーザ照射を行う範囲及び頻度は問わない。
【００４１】
　すなわち、記録レベルのレーザ光を照射する所定間隔は、光ディスクの凹凸記録マーク
で記録された主情報の再生が許容されるバーストエラー長以下である。また、記録レベル
のレーザ光を照射する所定頻度は、光ディスクの凹凸記録マークで記録される主情報の再
生が許容されるバーストエラー頻度以下である。
【００４２】
　さらに、主情報は、同期符号を伴う複数のフレームで構成され、フレームの長さをＬｆ
、記録レベルのレーザ光を照射する所定間隔をＬｗとするとき、Ｌｗ＝Ｌｆ／（２×Ｍ）
（ただし、Ｍは自然数）の式を満たす。さらにまた、記録レベルのレーザ光を照射する所
定頻度は、フレームに同期した頻度である。
【００４３】
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　なお、安定にトラッキングサーボを制御するためには、トラッキングサーボへのトラッ
キングエラー信号の未入力区間が、光ディスクの回転周期Ｔに対して、Ｔｐ／２πＳ以下
であることが望ましい。ただし、Ｔｐはトラックピッチを示し、Ｓは最大偏心を示す。従
って、記録レベルのレーザ照射を行う期間は、回転周期Ｔに対してＴｐ／２πＳ以下であ
ることが望ましく、同様に、トラッキング制御を行っている円周Ｌに対してＴｐ／２πＳ
以下であることが望ましい。よって、副情報のための追記マークの円周方向の長さは、Ｌ
×Ｔｐ／２πＳ以下であることが望ましい。
【００４４】
　図３は、記録レベルのレーザ照射を行う期間をＴｐ／２πＳ以下とすることが望ましい
とする根拠を説明するための概念図である。
【００４５】
　トラッキングサーボの安定性は、光ディスクの最大偏心ＳとトラックピッチＴｐとによ
って定まる。詳しくは、トラッキングサーボの安定性は、トラッキングエラー信号が一度
もサンプリングできない場合であり、偏心によりトラックピッチＴｐのトラックを跨ぐ最
速点Ａがトラックを跨ぐことのない許容範囲ｘにより定まる。
【００４６】
　ここで、回転周期をＴ、最大偏心をＳ、トラックピッチをＴｐとすると、偏心によるト
ラック跨ぎの許容範囲ｘは、Ｔｐ／２πＳ以下と求めることができる。従って、記録レベ
ルのレーザ照射を行い、最悪条件でトラッキングエラー信号が一度もサンプリングできな
い場合を考えると、記録レベルのレーザ照射を行う時間は、回転周期をＴとするとＴ×Ｔ
ｐ／２πＳ以下となる。従って、このようにレーザ照射をして形成する副情報の追記マー
クの円周方向の長さは、副情報を記録する領域の円周をＬとすると、Ｌ×Ｔｐ／２πＳ以
下にすることが望ましく、副情報を記録する領域の円周上の総チャネルビット数をＣＢと
すると、ＣＢ×Ｔｐ／２πＳ以下にすることが望ましい。
【００４７】
　以上のような追記マークを形成することによって、例え記録レベルのレーザ照射を行っ
て、位相差方式のトラッキングエラー信号がサンプリングできない場合でも、最大偏心Ｓ
でトラックピッチＴｐの光ディスクのトラックを誤って跨いでしまうことは無くなり、安
定して副情報を記録することが可能となる。
【００４８】
　また、本実施の形態の光ディスクがＢｌｕ－ｒａｙディスクである場合には、記録レベ
ルのレーザ照射を行う最大時間は４０ｕｓ（マイクロ秒）、最大の追記マークの円周方向
の長さは、０．２ｍｍ（ミリメートル）、２６００チャネルビットとなる。Ｂｌｕ－ｒａ
ｙディスクでは、同期符号を伴う最小単位のフレーム長が１９３２チャネルビットである
ため、副情報を記録するための追記マークの円周方向の長さを１フレーム以下にすれば問
題ない。
【００４９】
　なお、最大偏心Ｓは、通常、光ディスクごとの物理規格によって制限される。Ｂｌｕ－
ｒａｙディスクの場合、最大偏心Ｓは、３７．５ｕｍである。
【００５０】
　また、記録レベルのレーザ照射を行っている場合は、凹凸記録マークで記録された主情
報が読み出せなくなる可能性がある。そこで、記録レベルでレーザ照射する時間及び区間
を光ディスクごとのエラー訂正フォーマットから規定されるバーストエラー長以下とする
。これにより、例え、記録レベルのレーザ照射で凹凸記録マークの信号がまったく読み出
せない場合においても、エラー訂正可能となり、主情報を安定して読み出すことが可能と
なる。また、光ディスクのエラー訂正フォーマットが決まればバーストエラーの許容頻度
がわかり、このバーストエラーの許容頻度以下で１回のトラッキング動作における記録レ
ベルのレーザ照射を行うことが望ましい。
【００５１】
　このように、光ディスクの円周方向の回転周期をＴとし、トラックピッチをＴｐとし、
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最大偏心をＳとするとき、記録レベルのレーザ光を照射する所定間隔は、Ｔ×Ｔｐ／２π
Ｓ以下である。また、記録レベルのレーザ光を照射する所定間隔は、１フレーム以下であ
る。
【００５２】
　以上、本実施の形態の光ディスクでは、通常のＲＯＭディスクの作成と同様に、コンテ
ンツなどを変調した信号に基づいて光ディスク原盤に形成した凹凸記録マークがディスク
基板に転写されることにより、ディスク基板に凹凸記録マークが転写される。また、通常
のＲＯＭディスクでは、凹凸記録マークを転写した後、銀又はアルミなどの金属膜を蒸着
して光ディスクが成型されるが、本実施の形態の光ディスクでは、金属膜の変わりに、通
常、ライトワンス型ディスクで用いられる、レーザ照射によって反射率が変化する追記膜
が用いられる点に特徴がある。
【００５３】
　また、光ディスク成型後、凹凸記録マークトラックにトラッキングを行い、かつ、凹凸
記録マークの再生動作を行いながら、記録レベルのレーザ照射を行うことによって、追記
膜の反射率を変化させた追記マークを形成して副情報が記録される。また、追記マークを
形成する記録レベルのレーザ強度を安定に設定するため、副情報を記録する手前のクラス
タで、凹凸記録マークに同期して試し発光を凹凸記録マークのデータフォーマットの所定
の区間で段階的に行い、最適な記録レベルのレーザ強度を設定する。
【００５４】
　しかしながら、通常の光ディスクドライブでは、記録レベルの照射を行えば、ディスク
からの反射光強度が大きくなり、安定した凹凸記録マークへのトラッキング走査を行うこ
とができない。そこで、本実施の形態の光ディスクは、副情報を記録するためのレーザ照
射と、副情報を記録するために必要な試し発光とを、複数回のトラッキング走査に分けて
行う。また、副情報の記録時又は試し発光時は、通常の光ディスクドライブで、バースト
エラーとして許容できる範囲及び頻度で記録レベルのレーザ照射を行うことによって、追
記マークが記録される。
【００５５】
　これによって、本実施の形態の光ディスクは、追記マークによって副情報が記録される
手前の所定の領域に、凹凸記録マークのデータフォーマットに同期した試し発光による追
記マークが形成される。したがって、本実施の形態の光ディスクは、通常の光ディスクド
ライブにおいても、凹凸記録マークに同期した副情報の記録が安定に行なわれる。
【００５６】
　（実施の形態２）
　実施の形態２では、本発明の一実施の形態に係る光ディスク記録装置について説明する
。図４は、本実施の形態の光ディスク記録装置の特徴的な構成を示すブロック図である。
【００５７】
　光ディスク記録装置１０は、光学ヘッド１２、トラッキングサーボ１３、アナログ信号
処理器１４、デジタル信号処理器１５、フォーマッタ１６、副情報記録位置コントローラ
１７、副情報記録信号生成器１８、ＡＮＤゲート１９、前光モニタ２０及びレーザパワー
コントローラ２１で構成される。なお、副情報記録部３０は、フォーマッタ１６、副情報
記録位置コントローラ１７、副情報記録信号生成器１８、ＡＮＤゲート１９及びレーザパ
ワーコントローラ２１で構成される。
【００５８】
　光ディスク１１は、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸記録
マークと、凹凸記録マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜と
を有する。なお、図４に示す光ディスク１１は、実施の形態１における光ディスク１と同
じ構成である。光ディスク記録装置１０は、光ディスク１１に主情報を再生するために用
いられる副情報を記録する。
【００５９】
　光学ヘッド１２は、光ディスク１１に再生レベルのレーザパワー（第１のレーザパワー
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）のレーザ光を照射して、その反射光強度に応じたアナログ再生波形を獲得し、トラッキ
ングサーボ１３、アナログ信号処理器１４及び前光モニタ２０に出力する。また、光学ヘ
ッド１２は、光ディスク１１に記録レベルのレーザパワー（第２のレーザパワー）のレー
ザ光を照射して、反射膜上に追記マークを形成する。
【００６０】
　トラッキングサーボ１３は、凹凸記録マークの螺旋状のトラックにトラッキングする。
トラッキングサーボ１３は、光学ヘッド１２からのアナログ再生波形から、光ディスク１
１の凹凸記録マークで形成された円周方向の螺旋状のトラックにトラッキング制御を行い
、光学ヘッド１２からの再生レーザ光のスポットが凹凸記録マークの中心に位置するよう
に光学ヘッド１２を制御する。トラッキングサーボ１３は、凹凸記録マークエッジの反射
光の位相差を利用した位相差方式によって凹凸記録マークへのトラッキング制御を行う。
【００６１】
　アナログ信号処理器１４は、凹凸記録マークに再生レベルのレーザパワーでレーザ光を
照射することによって、反射光から凹凸記録マークに対応した再生信号（アナログ再生信
号）を抽出する。アナログ信号処理器１４は、光学ヘッド１２からのアナログ再生波形を
波形等化したり、アナログ再生波形から凹凸記録マークの周波数帯域を抽出したりして、
アナログ再生信号を生成し、デジタル信号処理器１５に出力する。
【００６２】
　デジタル信号処理器１５は、アナログ信号処理器１４によって抽出された再生信号から
凹凸記録マークのチャネルビット長に同期するチャネルクロックを抽出する。デジタル信
号処理器１５は、アナログ信号処理器１４からのアナログ再生信号を２値化してデジタル
再生信号に変換する。また、デジタル信号処理器１５は、凹凸記録マークに同期したＰＬ
Ｌクロック信号を内蔵するＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ－Ｌｏｃｋｅｄ－Ｌｏｏｐ）回路から生成
し、フォーマッタ１６に出力する。
【００６３】
　副情報記録部３０は、トラッキングサーボ１３による螺旋状のトラックへのトラッキン
グに従って、記録レベルのレーザパワーでレーザ光を照射することによって副情報を記録
する。また、副情報記録部３０は、トラッキングサーボ１３による一度のトラッキングで
、デジタル信号処理器１５によって抽出されたチャネルクロックに同期した、所定間隔か
つ所定頻度で離散的なレーザ光を照射して反射膜上に追記マークを形成することで、一部
の副情報を記録する処理を、複数回繰り返すことにより、全ての副情報を記録する。
【００６４】
　また、副情報記録部３０は、少なくとも１つの追記マークによって副情報の１ビットを
記録する。さらに、副情報記録部３０は、トラッキング毎にそれぞれ異なる領域で、記録
レベルのレーザパワーのレーザ光を照射して追記マークを形成する。
【００６５】
　フォーマッタ１６は、入力されるＰＬＬクロック信号に同期するデジタル回路で構成さ
れ、入力されるデジタル再生信号から、一定間隔（フレーム）毎に付与された同期符号を
抽出し、所定のフレーム数で構成されるアドレスの付与された間隔（セクタ）にデジタル
再生信号を分割して、アドレス情報を抽出する。そして、フォーマッタ１６は、所定のセ
クタ数で構成され、かつエラー訂正符号化されているクラスタ単位にデジタル再生信号を
分離し、クラスタ毎にエラー訂正を行い、凹凸記録マークで記録されているコンテンツ情
報などの主情報を獲得する。また、フォーマッタ１６は、セクタ単位で得られるアドレス
情報を基に、副情報を記録する領域を示す記録ゲートを生成する。実施の形態１の図２に
示すように、フォーマッタ１６は、記録ゲートとして、クラスタＣ１全体を示すゲート信
号を生成する。また、記録ゲートは、副情報記録位置コントローラ１７及び副情報記録信
号生成器１８に出力される。
【００６６】
　また、フォーマッタ１６は、追記マークを形成するタイミングを示すタイミング信号を
生成し、副情報記録位置コントローラ１７及び副情報記録信号生成器１８に出力する。な
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お、本実施の形態では、フレーム内の１２８チャネルビット区間で追記マークが形成され
るため、タイミング信号は、１２８チャネルビット毎のタイミングを示す。
【００６７】
　さらに、フォーマッタ１６は、テスト発光を行う領域を示すテスト発光タイミング信号
を副情報記録位置コントローラ１７へ出力する。なお、テスト発光タイミング信号の詳細
については、後述する。
【００６８】
　副情報記録位置コントローラ１７は、副情報を記録するフレーム内の位置を制御する。
副情報記録位置コントローラ１７のより詳細な構成を図５に示す。図５は、図４に示す副
情報記録位置コントローラ１７の詳細な構成を示すブロック図である。
【００６９】
　副情報記録位置コントローラ１７は、フォーマッタ１６からの記録ゲート、タイミング
信号及びテスト発光タイミング信号を入力し、副情報記録ゲート及びテスト発光信号を出
力する。副情報記録位置コントローラ１７は、副情報記録発光タイミング生成器１７１、
記録周回記憶部１７２、副情報記録タイミング選択部１７３、テスト発光信号生成器１７
４及び信号選択部１７５から構成される。
【００７０】
　副情報記録発光タイミング生成器１７１は、フォーマッタ１６からの記録ゲートが出力
されている区間（副情報記録位置）で副情報を記録するための記録タイミングを生成する
。副情報の記録タイミングは、図２の説明でも述べたように、副情報の記録開始位置（本
実施の形態ではクラスタＣ１の先頭）から、１２８チャネルビット単位で１ビットずつの
副情報を記録する記録発光タイミングである。
【００７１】
　さらに、本実施の形態では、１フレームに８ビットの副情報を記録し、一回転のトラッ
キング走査で、フレーム毎に１ビットの副情報を記録する。よって、副情報記録発光タイ
ミング生成器１７１は、フレーム内の１２８チャネルビット毎に“Ｈ”とする、１～８回
転目のそれぞれに対応した１回転目副情報記録発光ゲートから８回転目副情報記録発光ゲ
ートを生成して、副情報記録タイミング選択部１７３に出力する。１回転目副情報記録発
光ゲートは、各フレームの先頭の１２８チャネルビット区間を“Ｈ”とし、８回転目副情
報記録発光ゲートは、各フレームの最終の１２８チャネルビット区間を“Ｈ”とする信号
である。１回転目副情報記録発光ゲートから８回転目副情報記録発光ゲートは、それぞれ
１２８チャネルビットずつずらした各１２８チャネルビット区間を“Ｈ”とする信号であ
る。生成された１回転目副情報記録発光ゲートから８回転目副情報記録発光ゲートは、副
情報記録タイミング選択部１７３に出力する。
【００７２】
　記録周回記憶部１７２は、図示しないスピンドルモータの回転信号のカウンタであり、
副情報の記録開始時にカウンタをリセットして、光ディスクの回転数をカウントする。な
お、記録周回記憶部１７２は、副情報を記録するために副情報記録トラックにトラックジ
ャンプした回数をカウントしてもよい。要は、複数回のトラック走査で全副情報を記録す
る場合、記録周回記憶部１７２は、副情報を記録するための同一トラックへの走査回数を
カウントする。カウントした同一トラックへの走査回数を表す周回カウント情報は、副情
報記録タイミング選択部１７３に出力される。
【００７３】
　副情報記録タイミング選択部１７３は、副情報記録発光タイミング生成器１７１によっ
て生成された８つの副情報記録発光ゲート（１回転目副情報記録発光ゲートから８回転目
副情報記録発光ゲート）を、記録周回記憶部１７２からの周回カウント情報に基づいて選
択して副情報記録ゲートとして出力する。すなわち、周回カウント情報が１回転目を示し
ている場合には１回転目副情報記録発光ゲートを副情報記録ゲートとして出力し、周回カ
ウント情報が８回転目を示している場合には、８回転目副情報記録発光ゲートを副情報記
録ゲートとして出力する。
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【００７４】
　副情報記録タイミング選択部１７３は、副情報記録ゲートをＡＮＤゲート１９へ出力す
る。なお、テスト発光信号生成器１７４及び信号選択部１７５については後述する。
【００７５】
　副情報記録信号生成器１８は、入力される副情報に基づいて、副情報を記録するための
副情報記録信号を生成する。生成した副情報記録信号は、ＡＮＤゲート１９に出力される
。外部から入力される副情報は、前述の通り、フレームに同期して記録され、各フレーム
内に８ビットの副情報が記録され、１２８チャネルビットの区間毎に１ビットの副情報が
記録される。よって、副情報を記録するクラスタ（本実施の形態ではクラスタＣ１）内に
おいて、フレームＦ０には、副情報のｂｉｔ０～ｂｉｔ７、フレームＦ２には、副情報の
ｂｉｔ８～ｂｉｔ１５、・・・、フレームＦ１５には、副情報のｂｉｔ１２０～ｂｉｔ１
２７が記録される。
【００７６】
　また、副情報は、ＰＥ変調が施されて記録される。従って、副情報記録信号生成器１８
は、副情報として“１”を記録する場合には、１２８チャネルビット区間の前半の６４チ
ャネルビット区間が“Ｈ”、後半の６４チャネルビット区間が“Ｌ”となる副情報記録信
号を生成する。あるいは、副情報記録信号生成器１８は、副情報として“０”を記録する
場合には、１２８チャネルビット区間の前半の６４チャネルビット区間が“Ｌ”、後半の
６４チャネルビット区間が“Ｈ”となる副情報記録信号を生成する。生成された副情報記
録信号は、ＡＮＤゲート１９に出力される。
【００７７】
　ＡＮＤゲート１９は、一般的なＡＮＤゲートから構成され、入力される副情報記録ゲー
トと副情報記録信号との論理和を算出し、マスク信号としてレーザパワーコントローラ２
１に出力する。前述の通り、副情報記録ゲートは、副情報を記録するときのトラックの走
査回数（光ディスクの回転周回数）に従って、フレーム内のどの位置に副情報を記録する
のかを示したゲート信号である。従って、副情報記録ゲートと副情報記録信号との論理和
は、副情報を記録するときのトラックの走査回数（光ディスクの回転周回数）に応じて副
情報を記録する区間のレーザ照射タイミングを示す信号となる（図２の１回転目記録パル
ス１０２及び２回転目記録パルス１０４）。
【００７８】
　前光モニタ２０は、光学ヘッド１２によって照射されるレーザ光のレーザ強度を測定す
る。
【００７９】
　レーザパワーコントローラ２１は、入力されるテスト発光信号が“Ｈ”、あるいは副情
報記録信号が“Ｈ”の時のみ、記録レベルのレーザ強度に設定するよう光学ヘッド１２を
制御する。また、レーザパワーコントローラ２１は、テスト発光信号における“Ｈ”の区
間の回数をカウントし、試し発光する毎にレーザ強度を強くしていく。また、実際には、
レーザパワーコントローラ２１は、前光モニタ２０からレーザ強度を読み出し、複数回数
の試し発光の中で、副情報を記録するために最適なレーザ強度を探索する。そして、レー
ザパワーコントローラ２１は、副情報を記録する直前（図２のタイミングｔ１の直前）に
、探索した最適なレーザ強度を設定して副情報の記録を行う。
【００８０】
　これによって、温度変化等によってレーザ強度が多少変化したとしても、副情報を記録
する直前のクラスタにて、レーザ強度を変化させながら試し発光を行い、最適なレーザ強
度を探索し、設定できるので、常に、最適なレーザ強度で副情報の記録が可能となる。ゆ
えに、レーザ強度が小さく副情報を安定して記録することができない、あるいは、副情報
を記録する際のレーザ強度が強すぎて、光ディスクの反射膜に傷をつけてしまうといった
不具合を防止することができる。レーザパワーコントローラ２１は、試し発光や副情報記
録のための記録レベルのレーザ照射を行うタイミングと、試し発光時及び副情報記録時の
レーザ強度とを示す記録信号を生成して、光学ヘッド１２に出力する。
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【００８１】
　光学ヘッド１２は、レーザパワーコントローラ２１からの記録信号に基づいて再生レベ
ル／記録レベルのレーザ強度を切り替えて凹凸記録マークトラック上に副情報を記録する
。
【００８２】
　なお、本実施の形態において、光学ヘッド１２が光学ヘッドの一例に相当し、トラッキ
ングサーボ１３がトラッキング部の一例に相当し、アナログ信号処理器１４が再生信号抽
出部の一例に相当し、デジタル信号処理器１５がクロック抽出部の一例に相当し、副情報
記録部３０が副情報記録部の一例に相当する。
【００８３】
　以上のように、本実施の形態の光ディスク記録装置を用いれば、レーザ照射によって反
射率の変化する記録膜が凹凸記録マーク上に形成された光ディスクに、一定強度以上の記
録レベルのレーザ光を照射することによって、記録膜の反射率を変化させた追記マークを
形成し、副情報を記録することができる。しかしながら、通常、記録レベルのレーザ照射
を行えば、凹凸記録マークトラックへのトラッキング制御や凹凸記録マークの再生動作が
不安定となり、凹凸記録マークの記録フォーマットに同期して副情報を記録することがで
きない。
【００８４】
　そこで、本実施の形態の光ディスク記録装置により、一回のトラッキング走査で副情報
を部分的に記録し、トラッキング走査を複数回繰り返すことで全副情報を記録することが
可能となる。一般的な光ディスク記録装置は、光ディスクのバーストエラーを想定して設
計される。従って、バーストエラーが許容される範囲で、記録レベルのレーザ照射を行っ
た場合、凹凸記録マークへのトラッキング走査及び凹凸記録マークの再生動作に支障をき
たさない。
【００８５】
　また、凹凸記録マーク上に記録レベルのレーザ照射を行い、反射膜の反射率を変化させ
ることによって副情報を記録する場合、レーザ強度が強すぎると凹凸記録マークの再生信
頼性が悪化し、逆にレーザ強度が弱すぎると副情報の再生信頼性が悪化する。よって、副
情報を記録するためのレーザ強度は厳密に合わせこむことが必要となる。しかしながら、
通常、レーザ強度は、温度特性等によって変化する。従って、本実施の形態の光ディスク
記録装置では、副情報を記録する直前にレーザ強度を段階的に変化させて試し発光を行い
、そのレーザ強度を測定して、副情報を記録するためのレーザ強度を設定する。これによ
って、温度が変化したとしても副情報を記録するための最適なレーザ強度を設定して副情
報を記録することが可能となる。
【００８６】
　次に、本実施の形態における副情報を記録するための試し発光（テスト発光）動作につ
いて説明する。
【００８７】
　前述のように、本実施の形態では、原盤から転写された凹凸記録マークを形成すること
によって主情報が記録されている。また、凹凸記録マーク上に記録レーザ照射によって反
射率が変化する反射膜を蒸着した光ディスクを作成後、記録する副情報に従って、凹凸記
録マークにトラッキング制御を行いながら、記録レベルのレーザ照射を行い、凹凸記録マ
ーク上に追記マークを形成することによって副情報が記録されている。
【００８８】
　しかしながら、光学ヘッドのレーザは通常電流駆動であるが、駆動させるための電流値
と実際に照射されるレーザ光のレーザ強度とには、温度特性によるばらつきや固体ばらつ
きなどが発生する虞がある。安定して追記マークを形成するためには、副情報を記録する
領域よりも前の領域において、さまざまなバリエーションの設定電流値によるレーザ発光
を行い、そのレーザ強度を前光モニタなどでモニタリングし、安定して追記マークを形成
するためのレーザ強度を測定する必要がある。
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【００８９】
　前述の図２は、本実施の形態においてタイミングｔ１からクラスタＣ１に副情報を記録
する場合のタイミングチャートを示している。よって、試し発光はタイミングｔ１より前
の領域において実施される。本実施の形態では、タイミングｔ１より前の領域として、ト
ラッキング方向に隣接するクラスタＣ１の１つ手前のクラスタＣ０において試し発光を行
う形態について説明する。
【００９０】
　図６は、本実施の形態におけるテスト発光動作の一例を示すタイミングチャートである
。図６の主情報フォーマット２０１は、図２の主情報フォーマット１０１と同様に、凹凸
記録マークで記録される主情報のデータフォーマットを示している。本実施の形態の光デ
ィスクにおける主情報は、論理的な読み出しの最小単位であり、エラー訂正符号化されて
いるクラスタ単位に記録されている。クラスタは、アドレス情報が付与される単位である
複数のセクタで構成され、セクタは、同期符号を伴う最小単位である複数のフレームで構
成される。
【００９１】
　本実施の形態の副情報は、前述のように、主情報フォーマット２０１に同期して記録さ
れる。また、本実施の形態では、タイミングｔ１からクラスタＣ１に副情報を記録する形
態であり、クラスタＣ１の手前のクラスタＣ０でテスト発光が実施される。図６の記録レ
ーザ波形２０２は、テスト発光領域、すなわちクラスタＣ０でテスト発光を行う際のテス
ト発光パルスを示している。
【００９２】
　本実施の形態における副情報の記録方法は、記録レーザ照射を行ってもトラッキングサ
ーボが安定に制御できるように、フレーム単位に一度ずつ、記録レーザ照射を行って、同
一のトラックに複数回のトラッキングを行うことによって、円周方向のトラックに連続的
に副情報を記録する。テスト発光も同様に、クラスタＣ０の区間において、同一トラック
への複数のトラッキング制御のたびに、テスト発光を行う。よって、図６の記録レーザ波
形２０２は、１回転目のトラッキング動作におけるテスト発光パターンを示し、図６の記
録レーザ波形２０３は、２回転目のトラッキング動作におけるテスト発光パターンを示し
ている。
【００９３】
　本テスト発光は、副情報の記録時と同様に、フレーム内に１度ずつ記録レーザ照射を行
い、そのレーザ照射における実際のレーザ強度を前光モニタ２０などで観測する。本実施
の形態では、フレームごとに異なるレーザ強度で発光させ、副情報を記録するための最適
なレーザ強度を選択する。図６の記録レーザ波形２０２，２０３において、フレームＦ０
の区間では、レベルＰ１のレーザ強度、フレームＦ１の区間では、レベルＰ１よりも高い
レベルＰ２のレーザ強度、フレームＦ２の区間では、レベルＰ２よりも高いレベルＰ３の
レーザ強度でテスト発光が行われる。また、テスト発光時において、複数のトラッキング
制御ごとにテスト発光を行うフレーム内の領域を変化させてレーザ光を照射している。
【００９４】
　テスト発光は、レーザ強度を測定することが目的であるので、複数のトラッキング制御
ごとにフレーム内の同じ領域にテスト発光を行ってもよい。しかしながら、記録レーザ強
度のレーザ照射を同じ領域に繰り返し行うことでの反射膜の劣化を防止するため、テスト
発光の領域はトラッキング走査毎に変化させることが望ましい。ただし、光ディスクの内
周部や外周部のコントロール領域で、凹凸記録マークが意味をなさない領域などでは、反
射膜が劣化したとしてもシステム動作に問題はないので、このような場合には、フレーム
内の同じ領域にテスト発光を行ってもよい。
【００９５】
　図６のテスト追記マーク２０４は、テスト発光区間に形成される追記マークを示してい
る。本実施の形態では、フレームごとにレベルＰ１、レベルＰ２及びレベルＰ３というよ
うに記録パワーを変化させてテスト発光が行われる。そのため、テスト発光が行われる領
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域では、記録レーザ強度に応じて、光ディスクの半径方向に長さ（太さ）の異なる、また
、再生パワーのレーザ光に対して反射光強度（反射率）が異なる記録マークが連続的に形
成される。
【００９６】
　次に、図４及び図５を用いて、テスト発光動作を行うための、本実施の形態の光ディス
ク記録装置の構成について説明する。
【００９７】
　テスト発光を行う区間（本実施の形態ではクラスタＣ０）において、フォーマッタ１６
は、テスト発光タイミング信号を生成する。フォーマッタ１６は、主情報を表すデジタル
再生信号からセクタ単位に付与されているアドレス情報をデコードして、このアドレス情
報に基づいて、テスト発光区間を識別する。テスト発光タイミング信号は、同一トラック
への複数回のトラッキング制御において、１回のトラッキングごとに各フレーム内のテス
ト発光を行う領域を示す信号である。従って、テスト発光タイミング信号は、同一周回へ
のトラッキング動作ごとにフレーム内の位置を変化させて生成される信号である。テスト
発光タイミング信号は、副情報記録位置コントローラ１７に出力される。
【００９８】
　また、フォーマッタ１６は、セクタ単位で得られるアドレス情報を基に、テスト発光を
行う領域（クラスタＣ０）全体における記録レーザ波形を示す記録ゲートを生成する。記
録ゲートは、副情報記録位置コントローラ１７に出力される。
【００９９】
　副情報記録位置コントローラ１７は、同一周回のトラッキング制御ごとにフレーム内の
テスト発光位置を変化させたテスト発光信号を生成する。副情報記録位置コントローラ１
７は、フォーマッタ１６からテスト発光のための記録ゲートと、テスト発光のレーザ照射
区間を示すテスト発光タイミング信号とが入力され、テスト発光信号を生成する。
【０１００】
　図５において、テスト発光信号生成器１７４は、フォーマッタ１６からの記録ゲートに
基づいて、テスト発光区間内でのすべてのパターンのテスト発光信号を生成する。すなわ
ち、１～ｎ回目のトラッキングにおけるテスト発光信号（例えば、図６の記録レーザ波形
２０２，２０３）をそれぞれ生成し、信号選択部１７５に出力する。
【０１０１】
　信号選択部１７５は、ＡＮＤゲートとＯＲゲートとで構成され、フォーマッタ１６から
のトラッキング回数に対応したテスト発光位置を示すテスト発光タイミング信号と、テス
ト発光信号生成器１７４からの１～ｎ回目のテスト発光信号を入力する。信号選択部１７
５は、１～ｎ回目のテスト発光信号をそれぞれテスト発光タイミング信号とＡＮＤ演算し
、演算結果であるｎ本の信号をＯＲ演算することによって、トラッキング回数に応じたテ
スト発光信号を生成してレーザパワーコントローラ２１に出力する。すなわち、ＡＮＤ演
算によって、同一トラックへのアクセス回数に応じたテスト発光信号のみが抽出され、そ
れ以外の信号は、テスト発光タイミング信号によってマスキングされ、ｎ本の信号のＯＲ
演算が行われる。これにより、アクセス回数に対応するテスト発光信号を生成することが
できる。
【０１０２】
　なお、信号選択部１７５は、クラスタＣ１における副情報の記録のためのフレーム内の
レーザ照射位置をテスト発光位置に対応付けるため、テスト発行タイミング信号の替わり
に、副情報記録タイミング選択部１７３からの副情報記録ゲートを用いてもよい。この場
合には、副情報の追記マークを形成するための記録レーザ照射位置と、テスト発光用の記
録レーザ照射位置とがクラスタＣ０及びクラスタＣ１のフレーム内の同じ位置に設定され
る。
【０１０３】
　レーザパワーコントローラ２１は、テスト発光信号に基づいて、フレームごとに異なる
強度のレーザ照射を行う。
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【０１０４】
　前光モニタ２０は、レーザ照射された実際のレーザ強度を測定して、レーザパワーコン
トローラ２１へ出力する。レーザパワーコントローラ２１は、複数のレーザ強度の中から
、副情報を記録するために最適なレーザ強度を選択して、選択したレーザ強度をタイミン
グｔ１より前に設定する。これにより、タイミングｔ１以後のクラスタＣ１において、設
定された副情報を記録するための最適なレーザ強度で副情報が記録される。
【０１０５】
　以上のように、本実施の形態の光ディスク記録装置では、副情報を記録する領域の手前
の領域でテスト発光が実施され、最適なレーザ強度を設定した上で、副情報を記録するこ
とが可能となる。通常、副情報を記録するためのレーザ強度が弱すぎる場合には、追記マ
ークが形成できないか、安定して読み出すことのできないレベルの副情報が記録されてし
まう。一方、レーザ強度が強すぎる場合には、反射膜そのものを劣化させたり、副情報を
表す追記マークが視認可能となり、悪意のある者に容易に解読されるリスクが向上すると
いう問題がある。しかしながら、本実施の形態のように、テスト発光を行った上で、最適
なレーザ強度を設定する構成にすれば、これらの問題が生じるリスクは低減され、副情報
を用いた著作権保護が可能となる。
【０１０６】
　また、本実施の形態の光ディスクでは、副情報を記録する領域（クラスタＣ１）とは異
なる領域（クラスタＣ０）にテスト発光領域を設けている。テスト発光領域には、レーザ
強度を測定するためのレーザ照射が行われるので、副情報とは異なる追記マークが形成さ
れることになる。また、テスト発光領域での追記マークは、異なる強度が照射されること
による記録マークが形成され、記録レーザ強度を強くするごとに追記マークのディスク半
径方向の幅が広くなる。
【０１０７】
　なお、本実施の形態では、副情報を記録する前に試し発光を行うことで、副情報を記録
する際のレーザ強度を調整しているが、本発明は特にこれに限定されず、レーザ強度が変
化しない場合、又はレーザ強度が変換したとしても副情報の記録及び再生に影響がない場
合、試し発光を行わなくてもよい。
【０１０８】
　また、本実施の形態において、トラッキングサーボ１３、アナログ信号処理器１４、デ
ジタル信号処理器１５、フォーマッタ１６、副情報記録位置コントローラ１７、副情報記
録信号生成器１８、ＡＮＤゲート１９及びレーザパワーコントローラ２１は、ＬＳＩ等の
集積回路で構成してもよい。
【０１０９】
　なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
【０１１０】
　本発明の一局面に係る光ディスク装置は、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従っ
て形成された凹凸マークと、前記凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が
変化する反射膜とを有する光ディスクに、前記主情報を再生するために用いられる副情報
を記録する光ディスク記録装置であって、前記光ディスクにレーザ光を照射する光学ヘッ
ドと、前記凹凸マークの前記螺旋状のトラックにトラッキングするトラッキング部と、前
記凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光を照射することによって、反射光から前記
凹凸マークに対応した再生信号を抽出する再生信号抽出部と、前記再生信号抽出部によっ
て抽出された前記再生信号から前記凹凸マークのチャネルビット長に同期するチャネルク
ロックを抽出するクロック抽出部と、前記トラッキング部による前記螺旋状のトラックへ
のトラッキングに従って、前記第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ
光を照射することによって前記副情報を記録する副情報記録部とを備え、前記副情報記録
部は、前記トラッキング部による一度のトラッキングで、前記クロック抽出部によって抽
出された前記チャネルクロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離散的な前記第２の
レーザパワーのレーザ光を照射して前記反射膜上に追記マークを形成することで、一部の
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前記副情報を記録する処理を、複数回繰り返すことにより、全ての前記副情報を記録する
。
【０１１１】
　この構成によれば、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸マー
クと、凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜とを有する
光ディスクに、レーザ光が照射される。凹凸マークの螺旋状のトラックにトラッキングさ
れ、凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光が照射されることによって、反射光から
凹凸マークに対応した再生信号が抽出される。抽出された再生信号から凹凸マークのチャ
ネルビット長に同期するチャネルクロックが抽出され、螺旋状のトラックへのトラッキン
グに従って、第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光が照射されるこ
とによって副情報が記録される。そして、一度のトラッキングで、抽出されたチャネルク
ロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離散的な第２のレーザパワーのレーザ光が照
射されて反射膜上に追記マークが形成されることで、一部の副情報が記録される。さらに
、一度のトラッキングで一部の副情報を記録する処理が、複数回繰り返されることにより
、全ての副情報が記録される。
【０１１２】
　したがって、１度のトラッキングで全ての副情報が記録されるのではなく、１度のトラ
ッキングで離散的に第２のレーザパワーのレーザ光が照射されて一部の副情報が記録され
る処理が、複数回繰り返されることにより、全ての副情報が記録される。そのため、第１
のレーザパワーで凹凸マークを再生している途中で、第２のレーザパワーで追記マークを
形成したとしても、安定して凹凸マークへのトラッキング制御ができるとともに、安定し
て副情報を記録することができる。
【０１１３】
　また、上記の光ディスク装置において、前記所定間隔は、前記光ディスクの前記凹凸マ
ークで記録された主情報の再生が許容されるバーストエラー長以下であることが好ましい
。
【０１１４】
　この構成によれば、所定間隔は、光ディスクの凹凸マークで記録された主情報の再生が
許容されるバーストエラー長以下であるので、追記マークをバーストエラーとして処理す
ることができ、安定して凹凸マークへのトラッキング制御ができる。
【０１１５】
　また、上記の光ディスク装置において、前記主情報は、複数のフレームで構成され、前
記フレームの長さをＬｆ、前記所定間隔をＬｗとするとき、Ｌｗ＝Ｌｆ／（２×Ｍ）（た
だし、Ｍは自然数）の式を満たすことが好ましい。
【０１１６】
　この構成によれば、所定間隔Ｌｗが、Ｌｗ＝Ｌｆ／（２×Ｍ）（ただし、Ｍは自然数）
の式を満たすので、フレームの長さを基準にして所定間隔を決定することができ、安定し
て凹凸マークへのトラッキング制御ができる。
【０１１７】
　また、上記の光ディスク装置において、前記所定頻度は、前記光ディスクの前記凹凸マ
ークで記録される主情報の再生が許容されるバーストエラー頻度以下であることが好まし
い。
【０１１８】
　この構成によれば、所定頻度は、光ディスクの凹凸マークで記録される主情報の再生が
許容されるバーストエラー頻度以下であるので、追記マークをバーストエラーとして処理
することができ、安定して凹凸マークへのトラッキング制御ができる。
【０１１９】
　また、上記の光ディスク装置において、前記主情報は、複数のフレームで構成され、前
記所定頻度は、前記フレームに同期した頻度であることが好ましい。この構成によれば、
フレームに同期した頻度で追記マークが形成されるので、凹凸マークを再生しながら、追
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記マークを形成することができる。
【０１２０】
　また、上記の光ディスク装置において、前記第２のレーザパワーは、前記第１のレーザ
パワーより高いことが好ましい。この構成によれば、第２のレーザパワーは、第１のレー
ザパワーより高いので、第１のレーザパワーで凹凸マークを再生し、第２のレーザパワー
で追記マークを形成することができる。
【０１２１】
　また、上記の光ディスク装置において、前記副情報記録部は、少なくとも１つの前記追
記マークによって前記副情報の１ビットを記録することが好ましい。この構成によれば、
少なくとも１つの追記マークによって副情報の１ビットを記録することができる。
【０１２２】
　また、上記の光ディスク装置において、前記副情報記録部は、前記トラッキング毎にそ
れぞれ異なる領域で、前記第２のレーザパワーのレーザ光を照射して前記追記マークを形
成することが好ましい。
【０１２３】
　この構成によれば、トラッキング毎にそれぞれ異なる領域で、第２のレーザパワーのレ
ーザ光が照射されて追記マークが形成されるので、トラッキング毎に、同一の領域にレー
ザ光が照射されるのではなく、それぞれ異なる領域にレーザ光が照射されるので、副情報
を複数回に分けて記録することができる。
【０１２４】
　また、上記の光ディスク装置において、前記光ディスクの円周方向の回転周期をＴとし
、トラックピッチをＴｐとし、最大偏心をＳとするとき、前記所定間隔は、Ｔ×Ｔｐ／２
πＳ以下であることが好ましい。
【０１２５】
　この構成によれば、第２のレーザパワーのレーザ照射を行って、位相差方式のトラッキ
ングエラー信号がサンプリングできない場合でも、最大偏心ＳでトラックピッチＴｐの光
ディスクのトラックを誤って跨いでしまうことは無くなり、安定して副情報を記録するこ
とができる。
【０１２６】
　また、上記の光ディスク装置において、前記主情報は、複数のフレームで構成され、前
記所定間隔は、１フレーム以下であることが好ましい。この構成によれば、１フレーム以
下の間隔で追記マークが形成されるので、凹凸マークを再生しながら、追記マークを形成
することができる。
【０１２７】
　本発明の他の局面に係る光ディスクは、主情報に基づいて、チャネルビット長の整数倍
に同期して形成された凹凸マークと、前記凹凸マーク上に形成され、レーザ光が照射され
ることにより反射率の変化する反射膜とを備え、前記凹凸マークの円周方向に形成された
螺旋状のトラックに従って、一度のトラッキングで、前記チャネルビット長の整数倍に同
期して、所定間隔かつ所定頻度で離散的にレーザ光が照射される処理が、複数回繰り返さ
れることにより、前記主情報を再生するために用いられる副情報を記録するための追記マ
ーク列が前記反射膜上に形成される。
【０１２８】
　この構成によれば、光ディスクは、主情報に基づいて、チャネルビット長の整数倍に同
期して形成された凹凸マークと、凹凸マーク上に形成され、レーザ光が照射されることに
より反射率の変化する反射膜とを備える。そして、凹凸マークの円周方向に形成された螺
旋状のトラックに従って、一度のトラッキングで、チャネルビット長の整数倍に同期して
、所定間隔かつ所定頻度で離散的にレーザ光が照射される。さらに、一度のトラッキング
で離散的にレーザ光が照射される処理が、複数回繰り返されることにより、主情報を再生
するために用いられる副情報を記録するための追記マーク列が反射膜上に形成される。
【０１２９】
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　したがって、１度のトラッキングで全ての副情報が記録されるのではなく、１度のトラ
ッキングで離散的にレーザ光が照射されて一部の副情報が記録される処理が、複数回繰り
返されることにより、全ての副情報が記録される。そのため、凹凸マークを再生している
途中で、追記マークを形成したとしても、安定して凹凸マークへのトラッキング制御がで
きるとともに、安定して副情報を記録することができる。
【０１３０】
　本発明の他の局面に係る光ディスク記録回路は、主情報に基づいて、螺旋状のトラック
に従って形成された凹凸マークと、前記凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反
射率が変化する反射膜とを有する光ディスクに、前記主情報を再生するために用いられる
副情報を記録する光ディスク記録回路であって、前記凹凸マークの前記螺旋状のトラック
にトラッキングするトラッキング部と、前記凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光
を照射することによって、反射光から前記凹凸マークに対応した再生信号を抽出する再生
信号抽出部と、前記再生信号抽出部によって抽出された前記再生信号から前記凹凸マーク
のチャネルビット長に同期するチャネルクロックを抽出するクロック抽出部と、前記トラ
ッキング部による前記螺旋状のトラックへのトラッキングに従って、前記第１のレーザパ
ワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光を照射することによって前記副情報を記録す
る副情報記録部とを備え、前記副情報記録部は、前記トラッキング部による一度のトラッ
キング毎に、前記クロック抽出部によって抽出された前記チャネルクロックに同期した、
所定間隔かつ所定頻度で離散的な前記第２のレーザパワーのレーザ光を照射して前記反射
膜上に追記マークを形成することで、一部の前記副情報を記録する処理を、複数回繰り返
すことにより、全ての前記副情報を記録する。
【０１３１】
　この構成によれば、主情報に基づいて、螺旋状のトラックに従って形成された凹凸マー
クと、凹凸マーク上に形成され、レーザ照射によって反射率が変化する反射膜とを有する
光ディスクに、レーザ光が照射される。凹凸マークの螺旋状のトラックにトラッキングさ
れ、凹凸マークに第１のレーザパワーでレーザ光が照射されることによって、反射光から
凹凸マークに対応した再生信号が抽出される。抽出された再生信号から凹凸マークのチャ
ネルビット長に同期するチャネルクロックが抽出され、螺旋状のトラックへのトラッキン
グに従って、第１のレーザパワーと異なる第２のレーザパワーでレーザ光が照射されるこ
とによって副情報が記録される。そして、一度のトラッキング毎に、抽出されたチャネル
クロックに同期した、所定間隔かつ所定頻度で離散的な第２のレーザパワーのレーザ光が
照射されて反射膜上に追記マークが形成されることで、一部の副情報が記録される。さら
に、一度のトラッキングで一部の副情報を記録する処理が、複数回繰り返されることによ
り、全ての副情報が記録される。
【０１３２】
　したがって、１度のトラッキングで全ての副情報が記録されるのではなく、１度のトラ
ッキングで離散的に第２のレーザパワーのレーザ光が照射されて一部の副情報が記録され
る処理が、複数回繰り返されることにより、全ての副情報が記録される。そのため、第１
のレーザパワーで凹凸マークを再生している途中で、第２のレーザパワーで追記マークを
形成したとしても、安定して凹凸マークへのトラッキング制御ができるとともに、安定し
て副情報を記録することができる。
【０１３３】
　なお、発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施態様または実施例は、あく
までも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定し
て狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と特許請求事項との範囲内で、種々
変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１３４】
　以上の説明の通り、本発明を利用すれば、例え再生専用の光ディスクであったとしても
、光ディスク毎に固有の副情報を記録できるばかりでなく、その光ディスクの副情報は、
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不正に他の光ディスクへ複製できないので、光ディスクに記録するコンテンツデータの著
作権が不正に侵害されることを防止し、光ディスク毎に管理の必要となるネットワークを
介して取得したコンテンツデータの著作権管理システムに応用可能な光ディスク記録装置
、光ディスク記録回路及び光ディスクを提供することが可能となる。

【図１】 【図２】
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